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��������������������� !"#$%&'(��)*+,&����-�./�0�123��456789:�;<��=>?@=A8BC�!D�EFG!H3��IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_ àbcQRdefghijklmn�opqrstuvwxyz{|}	~���{|}����{|}��wxyz{|}����{|}��~���{|}J����^_�b��i����������o�opsqr�wxyz{|}	~���{|}��������� ¡¢£s¡¤¥¦§�
－　20　－



��������	
��
���
��������
��
������� !"#$%&'(%)*�+
���,��
-.
/01�2�345#67
8,192�:;<=�>?@A
/BCDE)F'GH)1IJ4KLM<L�2"N)O/PQ��;RDE)F'GH)STU�S;�;<45�V
-.
/0 1�2�:;<WX�Y)Z'[N\M>?@A[N\
]1�;^��M67
_`a_bcde1f2��Sgh
ij�k1f2�lMm#noG'(',pgh5q�5rs tuvwxyz{||}~m���no�mgh1���k�
��1G�['�Z'��;�
－　21　－



��������	
��
�����������
�
��
������ 
!�
"#�$
%�&'
(�
)*�+,-
. /(�012
 
�3456789
:# 
;�<=�>?@ 
AB
C DE
FGHIJK�LM0J5 
NOH0PQ>RSTU
5
VWXYZ[Z\]̂_̀abcdefghijklmnopqrsrptruvwxyz��������	���
�
{|��
���} 
{|�~���������������>�
���6����������
5O�
{|���	�����J�� ������¡��¢£�)*L�¤0�M¥¦0§¨
I© Hª«¬­
®¯°�±²
³�´9µL¶·̧ �I©I¹º�»¼�0½¾��¥¦0§¨
 
¿�Hª��À>��¤0����M0¦L Hª�
2º£5�Á�����
¥º5O�
H�¥ºÂ�
H�����}{|
ÃÄ���!��5Å©Æ)*�ÇÈ�É{	KÊË�������}�Å�
－　22　－



��������	�
��
���������������������� !�"#
$%�&'(�)*
+�,�-.�/)���
��012
3��4������	�
56789:���������������;<8��=>?��@A
3����BC
$%����DE
FG,����HI
JK##L%���
－　23　－



��������	
��
����������������������� !�"#$%�&'&�(�)*+,-./0102&/2&00/�3�45�67�8�7���9:;"<���� =>?@48��A!�BCDE�3FGF(�HIJK�LMNONGMGLPQPM�R�STUVW��XYZ[\]�^_?D`!�ab$%�&'�2(�)*+,�./0c1c2&�cR''0Rc��1�defghijklmnopqrstuvwxyz{|}~�}�u�������z��vw����s��vw����}�|����������

－　24　－



2021/5/15

明治以降戦前期の
理容師・美容師の制度について

名古屋⼤学⼤学院 教育発達科学研究科
博⼠後期課程
技術・職業教育学研究室
倉⽥研⼀

2021・５・１５ エルゴナジー研究会

1

はじめに

美容と理容の過去は長く、形式こそ違えどおしゃれは人類

共通の文化と言っても過言ではない。しかしながらそれを支

える人たちの歴史は、それぞれで異なり基盤となる政治・経

済・文化・慣習の相違によるものと考えられる。本題は、日

本の場合について、江戸期賤しい職業と言われた髪結と女髪

結が、明治期以降呼び方を変え、理髪師又は理容師、美容師

などと呼ばれるようになり社会的に認知される一つのきっか

けとなった制度について考えようとするものです。

2

1

2
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賤業の理由

女髪結は江戸期奢侈禁止令などによって、その職業は幕

府に認められない存在であった。さらに個人宅を訪問して

髪を結うという営業形態から、個人情報を得易いがために、

時に個人情報を他に漏らすといった問題があった。

髪結は、株仲間により組織化された存在ではあったが、

無学文盲で社会的意識も低く、女髪結同様に顧客を訪問し

営業も行っていたところから、奉行所の手先となっていた

者もいたためにそう言われた。

明治期業界のミッションは｢賤業からの脱却｣であった。 3

はじめにー本研究を行うに至った動機ー

美容学校教員時代、営業技術と学校の教授内容との間に乖

離があると感じたが、養成業界に体制批判的な研究をする姿

勢はなく、しかも養成は私立専門学校の独占体制にあり、研

究を困難にしています。筆者はこの状況を打破し、理美容師

養成研究領域の確立をめざしています。

戦前期は理容と美容を合わせた規則により規定され、各道

府県別で名称も異なっていました。本論では最も多く採用さ

れていた理髪を採用し、理髪制度・理髪・結髪・髪結・美容

を使います。
4

3

4
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はじめにー先行研究の問題点
戦前期の理美容の制度に関する研究は、1970年日本理容美

容研究センターが編纂し出版した｢理容現代史｣｢美容現代史｣

に集約できる。しかしながら髪型史に始まり、制度史、養成

史、組合史と多彩な内容になっているが、非常に煩雑で史料

の扱い方に不備があり、根拠の乏しい内容になっている。し

かも制度史に関しては、公衆衛生行政(衛生行政)のもとにあっ

たとしながら、このことに基づく説明がなされていない。辻

は｢外国人理髪人の進出に対応して大阪の理髪業組合は、1918
年府令による試験制度を設けた｣(p204)と引用しているが、法

令違反は問題にしていない。

辻功｢日本の公的職業資格の研究｣日本図書センター2000 5

1927～1932年東京府警視庁令 美容術営業取締規則第１条

本令において美容術営業と称するは、

(理髪＋美容)
頭髪、鬚髯(シュゼン)の剪剃、結髪、美毛術又は

↳理髪業(理容業) ↳髪結業(美容業)
美顔術、美爪術をなす営業を謂う。

↓1927年 ↓1932年に追加

エステティシャン ネイリスト(化粧)＝現行では総称し化粧

現行法規の第1条｢この法律は、美容師(理容師)の資格を定めるとと
もに、美容(理容)の業務が適正に行われるように規律し、もって公衆
衛生の向上に資するとことを目的とする｣⇒｢容姿を美しくする｣

6

5

6
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１ 制度及び試験規定の制定について

理髪制度は、理髪営業者に業務上衛生管理を義務付けたもの

である。なぜこの制度が定められたのか、その背景を明らかに

したいと思う。

まず戦前期の伝染病流行の状況と行政側の対応に加えて、新

聞および雑誌等の情報も加味して分析を試みたい。理美容の情

報については非常に少なく、新聞・雑誌等に頼らざる負えない。

そこで煩雑になることを避け、情報を年表化して制度の制定お

よび改正過程を明らかにしたいと思う

7

1.1 戦前期の衛生行政の動きと理髪制度

1874年 文部省医政制度

1875年 衛生事務は内務省へ移管

1883年 大日本私立衛生会 民間運動として衛生思想の普及⁼日本公衆衛生協会

1885年 衛生会渡辺鼎と石川瑛作ら婦人束髪会を発足 日本髪の不衛生批判

1886年 日本薬局方, 衛生事務は警察管轄へ(行政司法警察)
1897年 伝染病予防法

1899年 京都府 理髪舗取締規則 理髪のみの適応

1900年 山口県 理髪営業取締規則含む結髪 `01年東京府理髪規則

1913年 東京府 組合規定追加

1914年 大阪府文書 県警部長規則違反増加を危惧

1918年 大阪府試験 届出制から認可制に

1922年 大阪女髪結対象に `23大阪筆記に実地試験追加

1925年 京都府 養成施設設置基準及び風俗・公安規定追加

1929年 帝国議会衆議院 内務省令理髪規則案可決 内閣総辞職後廃案 8

7

8
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1-2 伝染病流行の状況と死者数

1858年 コレラの流行はじまる 1879年 コレラ105,786人

1882年 コレラ33,786人1886年 コレラ108,405人

1895年 コレラ40,154人 コレラが日本の衛生行政を作った

1899年 京都府規則制定 大阪・神戸・浜松でペスト発生 死者40人

ドイツ理髪規則orハンガリ－ブタペスト市理髪規則か

1901年 東京府規則制定 禿頭病に関する報道多数

1905年 結核95,171人

1910年 結核112,081人

1918年 大阪府試験採用 府下での狂犬病にり患した犬の頭数報告

`18年8月～`19年7月流行性感冒死亡者257,363人 9

1-3 1899年京都府の理髪規則制定までの経緯

1876年 床屋のおしゃべりが過ぎ唾が飛ぶ(読売10/19)

1885年 理髪店の改良を望む(読売11/13)

1891年 理髪器具の消毒法紹介(教育報知256)

1894年 仏国の理髪所の消毒法紹介(東洋学芸148)

コロンビアの理髪法規紹介(衛生会雑誌129)

来明治28年(平安遷都千年祭)に対する衛生対策（京都医事衛生誌5）

1895年 仏国の理髪衛生論文紹介

1896年 市医意見書(千年祭後の衛生状態報告)理髪店の要衛生(衛生雑誌27)

1897年 理髪所での感染予防(東京朝日10/24)

理髪と皮膚病(東京朝日11/10)

1898年 福岡県久留米で理髪規則建議(衛生会雑誌185)

1899年 ハンガリーブタペスト市の理髪規則紹介(衛生会雑誌189)

京都はハンガリーブタペスト市の理髪規則参酌(衛生会雑誌191) 10

9

10
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1-4 1918年大阪府が試験を導入するまでの経緯

1901年 命令違反多数 規則制定求める声有り(読売2/27)

取締による規則違反摘発(読売4/24)

1903年 規則違反摘発(東京朝日10/21、12/31)

1905年 理髪業の取締(衛生新報9)

1906年 中国人による耳と眼の掃除処紹介(読売5/12)

理髪の注意 感染予防(読売12/25)

1908年 理髪具の消毒を厳にせよ(日本警察新聞143）

1911年 大阪支那人理髪業者就業状況(大阪府から内務省宛）

1914年 北里柴三郎｢理髪上の感染症｣(衛生会雑誌377)剃耳毛を危険と指摘

｢大阪府取締励行の件｣規則違反者増加を危惧(1/29)

1915年 理髪職と結核(衛生会雑誌383)

1916年 衛生講話すれどその思想普及せず(東京朝日3/27) 11

1-5 業界の組織化

前述の｢理容現代史｣｢美容現代史｣及び各道府県の美容業の組合史
に記述はあるが、一次資料ではない。多くは記録が残されていない
ためにこの研究は難しいと言える

・制度上の組合→制度上で警察署単位に定められた組合

・任意の組織→大日本美髪会、全国組織として1906年設立で理髪業

界の地位向上をめざす組織であった。ここが1916,`17,`27年と

試験制度採用の請願、1929,`32,`35年統一規則の請願。1929年

に衆議院で規則案通過が内閣委総辞職を受け廃案。

・女性の組織には、東京都の場合1916年に、髪結の｢婦人結髪組合｣

(読売2/2)があり美容業界には1925年｢東京婦人美容協会｣(読売

12/16) が存在した。 12

11

12
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1-6 感染症防止対策の一つであった理髪制度

1899年 京都府の理髪制度制定時の感染症流行の背景
1918年 法令違反対策として大阪府試験採用の背景

このように感染症の流行と理髪器具などの消毒法に認
められる予防対策に関する情報が並び、理髪制度は公衆
衛生行政の中に位置付けられていることが良く分かる
のである。これまでの理髪制度の説明には、この視点が
全く欠けていたと言える。これによって理髪制度の重要
性が理解できるのである

13

２ 結髪業への制度の適応は遅れた

理髪規則は、当初理髪業が対象であったが、やや遅れて結髪

業も条文に加えられ、この傾向は、試験制度採用時にも認めら

れる。また、条文中の作業場に関する規定は、結髪業を適応外

としたが、設備がなくとも当初は営業可能であったからだと考

えられる。しかしながら、この理由は解明できていない。

推測ではあるが、江戸期において女髪結は幕府から認められ

ない仕事であったにもかかわらず、存在しつづけたことに起因

するのではなかろうか。女の細腕で食べてゆかねばならないと

いう事情に対する配慮、つまり目こぼしといった論理が働いた

と考えられる。 14

13

14
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３ 結髪業に対する風俗及び治安取締に関して

前述のように女髪結は風俗取締の観点から、江戸期認めら

れない存在であったし、髪型流行の担い手という観点からは、

その当時の花柳界や遊女らとの関係が深かったと考えられる。

大正期以降規則に｢衛生、風俗の他公安を害するの所ある時

は、営業の許可を取消し、または停止を命じることあり｣が加

えられた。実際問題となったのは、売春の斡旋(理髪では賭博

の開場)、さらに昭和10年代、戦時下ではパーマネントがその

対象となっていった。

江戸期からの連続性がここにあると考えられる。しかしこ

の事実を学校で教え議論することは困難だと考える
15

４ 理髪制度論争

1927年から1933年にかけて警視庁及び内務省の吏員による

業界誌(公衆衛生及び警察関係誌)を通じた、理髪制度をめぐる

論争が行われた。内容は、警視庁防疫課長井口乗海の東京府

における取締の現状にはじまり、各道府県の制度の現状と試

験制度の評価、統一問題などが遡上に載せられている。

井口は取締により｢理髪店舗が博徒との縁が遠くなり、婦人

美髪師が男女媒介の非難から脱しようとする傾きを有って」

としているということから、衛生管理のみならず風俗取締も

含んでいたことが分かる(警察協会雑誌1927年317号)。 16

15

16
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4-1 理髪論争の視点は

1927年から1933年にかけて警視庁井口乗海、伊藤壽、内務省山田

正弘、三浦義男、椎名道雄らによって公衆衛生や警察協会雑誌など

の専門誌を通じて制度の評価論争が繰り広げられた。

これによって全国の制度の整備状況とその評価結果もわかる。三

浦は全国規則調査を通じて、試験の重要性と規則の統一の必要性を

説いている。対して椎名は、試験の必要性を否定し、衛生管理は営

業者の自覚に待つべきだと主張している。現在ではこのような議論

が行われておらず、この事実は重要であると考える。

なお制度をより徹底させるのであるならば、業務資格を念頭に入

れた議論が必要だったと考える。
17

５ 男性の結髪業者はいたのかーまとめ－

・美容は女子のみの広島県を除き、男女関係なく取得可能

・新聞記事に、美容院に男性の客がいることが書かれている

・道府県別の規則で、一部除き資格の互換性はあった

・資格は、業務資格ではなく営業資格であった

・規則の中に、美顔術や美爪術の営業種目が存在した

・東京府を除き条文に養成施設設置基準が存在していた

・養成施設卒業は資格取得の早道だった(無試験で取得可能)

・業界から国会へ規則統一の請願が多数あった

・日本は、西洋の理美容技術を継承しているに過ぎない 18

17

18
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６ 戦前・戦後を通じて,制度上の連続性は・・・

江戸期

1968～1945年

1945年～ 公衆衛生の向上に反す

るとして、髪型の規制

を行うことも可能か？
19

奢侈禁止令

風俗・公安規定

公衆衛生の
向上に資す

７ 養成は徒弟制度が中心

1913年大正初めに美容学校－東京女子美髪学校－は誕生して

いる。なお理髪学校は明治期の終わり1911年に誕生しており、

証明できてはいないが、この明治理髪学校を手本に美髪学校は

設立されたものと考える。

なお両者ともに、当時の報道及び東京都に設立認可届が存在

するが、写真などの記録は残されていない。なお学校と称して

いるが、多くは単なる養成所もしくは、各種学校であり、正式

な学校は非常に少数であった。なお公立の実業学校の中にも養

成課程は存在したが、現在の職業高校に養成課程はない。20

19

20
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7-1 養成を最初に考えたのは孤児院だった

1892年(明治25年)2月25日読売朝刊に

｢女子剪髪職｣ーざんぎりしょくー

慈善会育児院にて容貌の能からぬ縁遠き女子に、剪髪の業

を習得せしめ、天晴自治の道を立てさせんとの説ある由～中

略～女子としてこの職に従事せしめば、却って男子よりも巧

緻なるべく且又繊手に、適当の職業なりとて、下谷辺にて、

すでに稽古を成し居る者ありと云う。

21

7-2 髪結(美容師)の養成の場は

独学

ふけ取り３年梳き５年

3～5年の年期、お礼奉公1年

１９４７年以後 法律で営業資格から業務独占資格＋養成

＊含む公立校
22

講習所
のち
学校へ

学校
各種学校

＊甲種実業学校
＊乙種実業学校

青年学校
＊ろう学校

徒弟制度 福祉施設
職業訓練所

公共職業訓練所
委託訓練
女子刑務所

短大・大学
各種学校
専修学校
＊ろう学校
＊高校別科

無くなる
？？？

1995年までイン

ターン制度存在
(1年)

21

22
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7-3 個人の手記の中に学習の記録がある

徒弟制度・｢下町の髪結い師一代記｣の小松カツミ 橋田寿賀子｢おしん｣

理容師の加藤寿賀｢なぜ、働くのか」主婦の友社

吉行あぐり｢梅桃が実るとき」NHKテレビ小説｢あぐり｣

婦人職業案内1897年で髪結は相当に生活が立つとある。5～7年

独学・・・制度により、許可制、施設設備完備の義務付け、試験制

この代表者は女子美出身の山本久榮で、設立した美容学校

は、各種学校から甲種実業学校への移行を果たせた。

堺利彦夫人為子 家族を支えるために女髪結開業(大杉保子)

講習所・・山野愛子、志田美容学校に数か月通い、ここをやめすぐに

開業した。何もできず客に教わったと手記にある。

学校・・・山崎伊久江｢真昼を掴んだ女｣お茶の水美容女学校出身
23

現在の美容師養成施設数の比較

学校種 １９７０年
美容現代史から

２０１３年 ２０２１年
4月現在

私立各種学校専門学校
財団法人立

高等専修学校＋Ｗスクール

１５７(87.2) ２５４(95.8）

４～５？(高等課程)

２５１(97.3)
１９(7.4)

７＋１６＝２３(8.9)

公立学校(含む高校別科) ５(2.8) ２(0.8) １(0.4)

私立高校別科 ３(1.7） ０ ０

理容美容教育センター非会員校
公共職業訓練所

(ろう学校)

１５(8.3） ２(0.8）
徳島県・島根県

２(0.8)

大学＋短期大 ０ ２＋５＝７(2.6) ２＋２＝４(1.6)

合 計 １８０校(％) ２６５校(％) ２５８校(％)
美181校 理美77校

(理容校は6校)

23

24
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